
①施設の長寿命化 ②施設の維持管理コストの
縮減及びPPP（官民連携）
の推進

③施設の最適化 ④利用者の安全確保

7
保
育
所

　少子化により児童数が減少して
いるものの、核家族化や共働き家
庭の増加に伴い、保育に対する
ニーズは、依然として高いものと
なっています。
　とりわけ公立保育所には、⾏政
機関としてのネットワークを活か
し、地域全体の保育所の保育水準
の向上を図る役割があります。

①約半数の建物が建設から30年以
上経過し、中には築40年以上経過
している木造建築物もあります
が、緊急性のあるものを除き随時
補修で対応
②耐用年数を経過した設備の改
修・更新が必要
③保育所入所対象の就学前児童の
減少や民間認可保育所の増設等に
より、今後公立保育所の利用者数
は減少する見込みであり、定員や
施設数について検討することが必
要

　法定点検及び日常点検に
より得たデータ及び施設老
朽化状況をもとに予防保全
による計画的な改修を進め
ます。

　施設の改修時期に合わせ
て郡山市ＰＰＰ（官民連
携）導入指針に基づき、包
括外部委託をはじめとした
ＰＰＰの積極的な導入を検
討するとともに、施設の大
規模改修や更新にあわせて
省エネを進めることによ
り、維持管理コストの縮減
を図ります。
　また、施設の大規模改修
や更新の整備手法を検討す
る際には、ＰＦＩガイドラ
インに基づくＶＦＭ分析を
踏まえ、施設の役割を勘案
しつつ、ＰＦＩ等の積極的
な導入を検討します。

　社会ニーズの変化の中で、現状に適し
た施設のあり方や位置付けを検討しなが
ら、保育サービスを提供します。
　施設の大規模改修・更新の検討の際に
は、利用率が一定水準以下の施設は集約
化のほか、他施設類型（学校、行政施設
など）との複合化を検討するとともに、
財源の多様化を図る中で民間活用も含め
た最適化について検討します。
　施設を当面存続する場合については、
施設の更新は既存施設の規模の範囲内と
し、新たに施設を設置する必要が生した
場合は、既存施設との整理（複合化、多
機能化など）を前提に検討します。

　老朽化等により危険
性が認められた施設は
速やかに応急措置や早
期の除却等を検討しま
す。
　また、防災拠点施設
で耐震診断未実施の施
設は速やかに診断を行
うとともに、耐震化が
必要な施設及び老朽化
が進行している施設
は、最適化の検討を優
先的に進め、利用者の
安全確保を図ります。
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子
育
て
施
設

　次代を担う子どもたちが、明る
く健やかに成長する環境づくりの
ため、また、楽しい雰囲気の中
で、健全な遊びを通して運動に親
しむ習慣を形成し、体力の増進を
はかるなど、親子連れなどに利用
されている施設です。
　なお、少年センターについて
は、青少年の健全育成と非行防止
を図るため、補導員による街頭補
導活動の拠点として設置された施
設です。

①こども総合支援センターは建設
から30年以上経過し、壁面の落下
等の危険など老朽化が進んでいま
す。修繕も毎年増えているため、
修繕計画が必要
②こども総合支援センターは、利
用状況が増加傾向にあり、今後も
同程度の利用を見込んでいること
から、駐車場の確保が課題
③希望ケ丘児童センターは、少子
化の進行に伴い利用者の減少傾向
が続く見込みですが、イベントの
開催を積極的に行うなど利用者増
加のための対策が必要

　法定点検及び日常点検に
より得たデータ及び施設老
朽化状況をもとに予防保全
による情報を元に計画的な
改修を進めます。

　施設の改修時期に合わせ
て省エネを進めるととも
に、郡山市PPP（官民連
携）導入指針に基づき、指
定管理者制度や包括外部委
託をはじめとしたＰＰＰの
積極的な導入により、維持
管理コストの縮減を図りま
す。
　また、施設の大規模改修
や更新の整備手法を検討す
る際には、ＰＦＩガイドラ
インに基づくＶＦＭ分析を
踏まえ、施設の役割を勘案
しつつ、ＰＦＩ等の積極的
な導入を検討します。

　親子づれや子どもたちが気軽に利用で
きるよう、機能を確保しつつ、施設のあ
り方や位置付けを検討します。
　施設の大規模改修・更新の際には、施
設の位置づけや安全性を考慮しつつ、他
施設類型との複合化や類似機能（相談業
務等）の集約化についても検討します。
　また、施設の更新は既存施設の規模の
範囲内とし、新たに施設を設置する必要
が発生した場合は、既存施設との整理
（複合化、多機能化など）を前提に検討
します。
　なお、施設の大規模改修や更新をする
際には、多様な利用者を考慮しユニバー
サルデザインに配慮します。

　各施設においては、
点検による安全管理の
徹底を図るとともに、
危険性が認められた施
設は速やかに応急処置
を講じるなど、未然防
止のための安全対策を
講じます。
　なお、老朽化等によ
り危険性が認められた
施設は、速やかに応急
措置や早期の除却を検
討します。

資料２－２　施設類型別マネジメント方針（案）

(3)今後の施設のあり方(1)施設の役割 (2)現状と課題
（公共施設等総合管理計画）

NO 類
型
名
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　放課後児童クラブ及び放課後地
域こども教室は、小学校児童の適
切な遊び場又は安全・安心な居場
所を提供し、児童の健全な育成を
図るための施設です。
　また、放課後地域こども教室に
ついては、地域の方々の参画を得
て、学習やスポーツ・文化芸術活
動、地域住民との交流活動等の機
会を提供することも目的としてい
ます。

①全ての専用施設は平成15年以降
の建設であり、部分的補修で対応
②放課後児童クラブは、対象拡大
や市民ニーズの拡大から入会児童
が増加傾向であり、拡大するニー
ズに対応した新規開設や増設等が
必要
③地域子ども教室は、未開設の学
校が多いため児童数は減少傾向で
すが、ニーズに対応した新規開設
が必要

　法定点検及び日常点検に
より得たデータ及び施設老
朽化状況をもとに予防保全
による計画的な改修を進め
ます。
　なお、学校校舎とは別に
設置している放課後児童ク
ラブについては、将来的に
は児童数の減少が見込まれ
ることから、校舎内への移
転を想定し、現在の建物の
適切な管理を行いつつも長
寿命化は行いません。

　社会ニーズの変化の中で現状に適した
施設のあり方や位置付けを検討しなが
ら、機能を確保しつつ、需要の変化に合
わせた施設のあり方も検討していきま
す。
　学校建物とは別に設置している放課後
児童クラブについては、将来的に児童減
少が見込まれることから、施設改修の検
討の際には、利用人数等を踏まえ、学校
との複合化を前提に検討します。複合化
が困難な場合は、ニーズを踏まえ、リー
ス等の活用により対応します。

　全ての施設について
耐震化対応済ですが、
老朽化等により危険性
が認められた施設は速
やかに応急措置や早期
の除却等を検討しま
す。

備考

　郡山市PPP（官民連携）
導入指針に基づき、民間へ
の運営委託をはじめとした
ＰＰＰの積極的な導入によ
り、維持管理コストの縮減
を図ります。


